
雇児 発 第 ※ 号

平成 1 4 年 ※ 月※ 日

厚生労働省雇用均等・ 児童家庭局長

都道府県知事

各殿

指定都市市長

里親 の一 時的 な休 息 のため の援助 の実施 につ いて （案 ）

里親制度 については、平成 1 4 年厚生労働省令第 号 「里親の認定等 に関す

る省令」及び平成 1 4 年厚生労働省令第 号「里親の行 う養育 に関する最低基

準」が別添 の とお り公布 され、 平成 1 4 年※ 月※ 日厚生労働 省発 雇 児第 号事

務次官通知 「「里親の行 う養育に関す る最低基準」及び 「里親 の認定等 に関す る

省令」について」及び平成 1 4 年※月※日雇児発第 号厚生労働省雇用均等 ・

児童家庭 局長通 知 「里親 制度 の運 営 につ いて」 によ り運用 されて い る もので ある

が、里親 制度 のよ りいっそ うの推 進 を図るため、今 般、別紙 の とお り一時 的な休

息のた めの援助 の実施 につ いて を定め 、平成 1 4 年 1 0 月 1 日か ら適用 す る こ と

とした ので、そ の適正 かつ 円滑 な実施 に努め られ た く通知す る。
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里親の一時的な休息のための援助の実施

（ 別紙）

第1 目 的

里親 の一 時的 な休 息 のた めの援 助 （以下 、「レス／てイ ト・ ケア」 とい う。）

は、委 託児 童 を養育 してい る里親 家庭 が－ 時的 な休 息 のた め の援助 を必 要 と

する場合 に、乳児院、児童養護施設等又は他の里親を活用 して当該児童の養

育 を行 う こ とを 目的 とす る。

第2 援助の対象者及び実施施設

1 援助 の対象者

現 に委 託児童 を養 育 して いる里親家庭 で 、 レス／てイ ト・ ケ アが必 要 にな

った里親

2 実施施設

レスバ イ ト・ ケ アが必要 な里 親が養 育 して いる委 託児 童 に対 し、適切 な

処 遇 が確保 され 、 当該都 道府県 （指 定都 市 を含 む。 以 下 同 じ。）が あ らか

じめ定 め た乳 児 院、児 童養 護施設 等又 は里 親（以 下、「実 施施 設」とい う。）

とす る 。

第3 事業の内容及び実施方法

1 都道 府県 は措置 の一環 として、 レス／てイ ト・ ケアが必 要 な里親 が養育 し

て いる委託 児童 を、 実施施 設に再委託 を行 うもの とす る。

2 レス バ イ ト・ ケ ア は、 年 7 日以 内 とす る 。

3 里親 は、 レスバ イ ト・ ケ アを受 ける場合 、児童相 談所 に 申請す る。

4 申請 を受理 した児 童相談所 は、 レス バイ ト・ ケアの実 施施 設 を迅 速 に選

定 し、調 整を行 う。

5 依頼 を受けた実施施設は児童相談所 に受け入れの可否 につ いて速やかに

連絡す る。

6 児 童相談所 は、里 親 に対 し受 け入れ決 定通 知、実施 施 設 に対 し再委 託 の

決定通 知 を出す。

7 里親は、実施施設 に委託児童 を預ける際、委託児童の最近の生活状況及

び噂好等の情報 を提供す る。

8 レスバイ ト・ ケ ア終 了時 に、 実施施設 は委託 児童 の観 察 記録 を里親 及び

児童相 談所 に提 出す る。
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第4 実施にあたっての留意事項

1 手 続 き等 につ いて

レスバ イ ト・ ケアの 申論 及び決 定の手続 き等 の実 施細 目は、都 道府県 に

お いてそ れぞ れの実状 に応 じ適宜定 める こととす るが、 申請書 の様 式 につ

いて はで き るだ けわか りやす く簡便な もの と し、記入事項 等 につ いて も最

小 限 にす る こ と。

2 児童 相談所 にお いて は、 この援 助の 円滑 な実施 を図 るた め、里 親 に児童

を委 託 した時 点で実施 施設 を紹介 する こと。 また 、委 託児童 の状 況及び 里

親 の意見 等 を十 分考 慮 して 、実施 施設 を選択す るよ う配慮す る こ と。

3 児 童相談 所 は、里親 か ら日常生活 におけ る児 童 の健康状 態及 び特 性等 に

つ いて十分 聴取す る こと。 また、再委託 中の注意 事項等 につ いて も実施施

設 に周 知徹 底す るよ う指 導す る こと。

4 実施 施設 卑官記入す る観察 記 録の書式 は、都 道府県 にお いて適宜 定 め る こ

と 。

5 都 道府 県外 の実施施 設 に レスバ イ ト・ ケ ア した場合 は、 レスバ イ ト・ ケ

ア を委託 した都 道府県 が費用 を支 払 うこと。

第5 経 費

平成 1 1 年 8 月 3 0 日児家第 5 0 号厚生省大臣官房障害保健福祉部保健福

祉課長・ 厚生省児童家庭局家庭福祉課長・ 厚生省児童家庭局保育課長連名通

知「里親 に委託 され て いる児 童が保 育所へ入所す る場合等 の取扱 いにつ いて」

の例 に よ る 。

1 実施施設 に対する支弁

実施施設に係る支弁 については、「児童入所施設措置費等交付要綱」 に

よ り、支弁す る。

2 保護 者か らの費用 の徴収

（ 1 ）里親委託 に係る費用徴収

里親 委託 に係 る措 置費 の国庫精算上 の費用徴 収 につ いて は、児 童入

所施設措置費等交付要綱の第 5 に定める「児童入所施設徴収基準額表」

に よ り、 月 額 を徴 収 す る 。

（ 2 ） レス バ イ ト・ ケ ア に 係 る 費用 徴収

徴 収 を免除す る。
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雇児発第 号

平成 年 月 日

厚生労働省雇用均等・ 児童家庭局長

都 道 府 県 知 事

各指定都市の市長 殿

中核 市 の 市 長

「 措置費 （運営費）支弁台帳について」の一部改正 について （案）

標記につ いては、平成 1 0 年 5 月 1 日児発第 3 6 5 号厚 生省児童家庭局長通知 「措置

費（運営 費）支 弁台 帳 につ いて」 によ り行 われて いる と ころで あ るが 、今般 、その 一部

を次 の とお り改 正 し、平 成 1 4 年 4 月分の支弁 か ら適 用す る こ と としたので 、通知す る。

1 ． 第 2 の 4 の （3 ） を削 除す る。

2 ． 第 2 の 4 の （4 ）の 「措置費等 （運営費）関係者」」 を 「運営費関係者」 に改め

る 。

3 ． 別表 第 1 号様式・ 第 2 号様 式・ 第 3 号様式 を別紙 の とお り改め る。

4 ． （別紙 ） 第 1 の 2 の （ 1 ）の 「そ の 月分 についてそ の施 設等 に対 し児 童入所 施設

措置 費 を支 弁 （精 算 ） した都 度 （公立 施設 につ いて はそ の 月の終 了後） 所定 の事項

を記載 す る こと。」 の次 に 「なお 、専 門里親・ 親族里 親 につ いて も里親 と同様 の 取

り扱 い とす る こ と。 」 を加 え る。

5 ． （別紙 ）第 1 の 2 の （ 5 ）の 「母子 生活支援 施設 につ いて は、 世帯数 を記 載す る

こと。」 の次 に 「な お、里 親が一 時的 な休息 のため の援 助 を受 け る経 費 に係 る 「初

日在 籍人員 」及 び 「措 置延 べ人員等 」 につ いては別掲 とす る こと。
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６． （別 紙 ） 第 １ の ２ の 「 （ ８ ） 」 を 「 （ ９ ） 」 に 、 「 （ ９ ） 」 を 「 （ １ ０ ） 」 に 、

「 （ １ ０ 」 ） を 「 （ １ １ ） に 」 、 「 （ １ １ ） 」 を 「 （ １ ２ ） 」 た 、 「 （ １ ２ ） 」 を

「 （ １ ３ ） 」 に 、 「 （ １ ３ ） 」 を 「 （ １ ４ ） 」 に 、 「 （ １ ４ ） 」 を 「 （ １ ５ ） 」 に

、 「 （ １ ５） 」 を 「 （ １ ６） 」 にそ れ ぞ れ 改 め る。

７． （別 紙 ） 第 １の ２ の （ ７） の 次 に （ ８） を 加 え る 。

（８） 里 親 が一 時的 な休息 のた め の援 助 を受 け る経 費 につ いて は、 「生活諸

費 」欄 に記 載す る こと とし、一般分 とは別 に【 】書 きす る こと。

８． （別 紙 ） 第 １の ２の （ １０） を以 下 の とお り改 め る 。

（ １１） 里 親 に用 い る場合 にお いて は、 「定員 」 、 「私 的 契約 人員 」及び

「計」欄 には 記載 を要 しな い こと。

里 親手 当 は 「事 務費」 の 「金額」 の欄 に記 載す る こ と。 また、里 親

受 託 支度 費 を支弁 した場合 には、里 親手 当 に加算 し、 「事務 費」 の 「金

額 」 の欄 に記 載す る こと。

な お、専 門 里親・ 親族 里親 につ いて も同様 の取 り扱 い をす る こと。
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第2 号 様 式 平 成 年 度 児 童 入 所 施 設 措 置 費 等 支 弁 台 帳 （ 施 設 表 ）

転句ホ号

⊂D
O O

鳥 叔 曲 別　　 農 政 名 鹿 骨 王 体　 中 務 梵 の 他 一 区 分　 布 冷 袖 手 当 の 一 斗 区 分　　 乳 児 院 病 虚 弱 専 児 垂 加 芹 資

筆 耕 公 ・ 私　　　　　　　　　　　　　　 1 ・ 2 ・ 3 ・ 1 ・ 5　　　　　 有 ・ 無　　　　　　　　　 名

l 交 更
公 ・ 私　　　　　　　　　　　　　 l ・ 2 ・ さ ・ 4 ・ 5　　　　 書 ・ 烏　　　　　　　　 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t 巾 町 村 名 I

区 分

月 別

定 月

初 8 捷 和 人 月

柑 幹

北 人 見

窄

支　　　　 升　　　　 れ （骨　　　 ♯　　　 斗　　　 t　　　 に　　　 上　　　 る　　　 山 〉
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特
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人 月

針

叫
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叫l 甘 ■
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力 血 中

書 児 血

加 辞 典

叔 一 升
学 校

冷 食 丼

見 辛

鹿 行 文

入 l 事

支 度 金

特 別

書 成 井

文 事 書

特 別

行 中 井

几 架

一 時

扶 助 舟

ll
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舟

入 札 特

▲ 中

女 丑 片

l 兼
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第3 号様式 平成 年度児童入所施設措置費等支弁台帳 （施設表） （助産施設）

整理番号

ー69－

滝野 名

投 正

主 体

都道 府外名

（市町村名）

当初 公 ・私

変王 公 ・私

区分

月別

定l

初 日在仲 人l 支　　 弁　　 頼 （保渾半価 による♯）

入所

人l

私 的

契 約

人見

計

入 院料

処せ料

分 娩

介 助料

胎 盤

■処正料

新 生児 介♯ 料

医療 費

（垂託分）

入 院時

食 事

療♯ 暮

支 弁加

（計）

入 所

延 人貞

金　 額

入 所

延人l

金　 頼

4 月分

人 人 人 人 人 円

（ ）

円

（ ）

円 円 人 円 円 ‘円 円

（ ）

5 月分 （ ） （ ） （　 ）

6 月分 （ ） （ ） （　 ）

7 月分 （ ） （　 ） （　 ）

8 月分 （ ） （ ） （　 ）

9 月分 （　 卜 （ ） ・（　　 ）

10月分 （ ） （　 I （　 ）

11月分 （ ） （　 ） （　 ）

12月分 （ ） （ ） （　 ）

小　 計 （ ） （ ） （　 ）

1 月分 （ ） （ ） （　 ）

2 月分 （ ） （ ） （　　 ）

3 月分 （ ） （ ） （　　 ）

合 計

（年 間） （ ） （ ） （　 ）




